
 

令和元年度環境配慮契約法基本方針検討会開催要領 

 

１．目的 

「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法

律」（平成 19 年法律第 56 号）（以下「環境配慮契約法」という。）第５条に基づき、

国は、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契

約の推進に関する基本方針」（以下「基本方針」という。）を定めることとされてい

る。 

基本方針については必要に応じて見直すこととしており、今年度においても、基

本方針及び基本方針解説資料の見直しを検討するため、学識経験者等からなる「令

和元年度環境配慮契約法基本方針検討会」（以下「検討会」という。）を開催する。 

 

２．検討事項 

検討会の検討事項は次のとおりとする。 

(1) 温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本的方向 

(2) 具体的な契約類型における温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事

項 

(3) その他温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する重要事

項 

 

３．組織 

(1) 検討会は、検討事項に関連する学識経験者等のうちから、総合環境政策統括

官が参画を依頼する者をもって構成する。 

(2) 検討会に座長を置く。座長は委員の互選によって選任する。 

(3) 座長は検討会の議事運営に当たる。 

(4) 検討事項と関係のある者を座長の了解を得た上で参考人として出席させる

ことができる。 

(5) 検討会の下に、学識経験者、関連団体、関係事業者等を集めた専門委員会を

置くことができる。 

(6) 専門委員会の座長は検討会の委員をもって当てることとし、専門委員会の運

営は検討会に準ずる。 

 

４．公開等 

(1) 会議は公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を

及ぼすおそれがある場合又は個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害され

るおそれがある場合には、座長は、会議を非公開とすることができる。 

(2) 会議の資料及び議事録については、会議の終了後、ホームページ等により公

表する。開示範囲については、事務局が案を作成して、座長の承認を得るも

のとする。 
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(3) 専門委員会の公開等については、検討会に準ずる。 

 

５．期間 

令和元年５月 10 日から令和２年３月 31 日。 

 

６．庶務 

検討会の庶務は、環境省大臣官房環境経済課において行う。 

 

７．その他 

その他必要な事項は、事務局が案を作成して、座長の承認を受けて定める。 


